
◎空港整備法の一部を改正する法律 
（平成一五年五月一六日法律第四二号）   

一、提案理由（平成一五年四月二日・衆議院国土交通委員会） 

○扇国務大臣 ただいま議題となりました港湾法等の一部を改正する法律案及び空港整

備法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、御説明を申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、空港整備法の一部を改正する法律案について申し上げます。 

 我が国における空港整備につきましては、空港の配置的側面からの整備が概成しつつ

あることを受け、これからの空港整備に当たっては、就航率の改善や定時性の確保によ

る信頼性の向上など、高質化のための措置を重視していくことが必要であります。 

 このような趣旨から、このたびのこの法律案を提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明を申し上げます。 

 第一に、就航率の改善に必要な照明施設及び無線施設用地を空港の基本的な施設とし

て位置づけ、国及び地方公共団体がその費用を負担すべきものとすることとしておりま

す。 

 第二に、地方公共団体は、より性能の高い一定の照明施設及び無線施設用地に係る工

事を施行することができることとしております。これにより、その費用の一部を国が補

助することができることとなります。 

 以上が、港湾法等の一部を改正する法律案及び空港整備法の一部を改正する法律案を

提案する理由であります。 

 これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議のほどをよろしくお願い申し

上げます。 

 ありがとう存じました。 

二、衆議院国土交通委員長報告（平成一五年四月八日） 

○河合正智君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、空港整備法の一部を改正する法律案について申し上げます。 

 本案は、最近における航空輸送に対する国民の需要の高度化に的確に対応する必要性

にかんがみ、航空機の運航の確実性を一層向上させるため、所要の措置を講じようとす

るものであります。 

 その主な内容は、 

 第一に、第二種空港、第三種空港または共用飛行場において、国及び地方公共団体が

その費用を負担すべき工事として、照明施設の新設もしくは改良または政令で定める空

港用地の造成もしくは整備の工事等を追加すること、 

 第二に、地方公共団体は、当分の間、その管理する第二種空港またはその設置し、も



しくは管理する第三種空港において、予定された航空機の運航の確実性を高度に確保す

ることができるものとして政令で定める照明施設に改良する工事及びこれとあわせて施

行されるべき政令で定める空港用地の造成または整備の工事を施行することができるこ

と 

等であります。 

 両案は、去る二月二十八日本委員会に付託され、四月二日扇国土交通大臣からそれぞ

れ提案理由の説明を聴取し、本日質疑を行い、質疑終了後、両案について討論を行い、

採決いたしました結果、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきもの

と議決した次第であります。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院国土交通委員長報告（平成一五年五月九日） 

○藤井俊男君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、空港整備法の一部を改正する法律案は、最近における航空輸送に対する国民の

需要の高度化に的確に対応する必要性にかんがみ、航空機の運航の確実性を一層向上さ

せるため、照明施設等を空港の基本的な施設に位置付けることにより、その新設又は改

良等の工事を促進しようとするものであります。 

 委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、輸出入・港湾関連手続におけ

る電子システムの導入による利用者利便の向上と手続の簡素化、今後の港湾活性化と国

際競争力の向上、地方空港の活性化と羽田空港の再拡張、最近における航空事業分野の

経営環境の変化と航空行政の対応、航空機の運航の安全確保対策その他について質疑が

行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して大沢委員より二法律

案にそれぞれ反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、二法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


